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4.2. 給与情報入力 

4.2.1. 個人別入力・属性 

支給日登録が完了した給与情報を入力します。まず個人別入力・属性エリアから入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「個人別入力・属性」内にある入力項目は、外部取込にてデータ入力が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人別入力・属性エリアのリンクを押下すると、支給日選択画面に遷移します。 

入力を行いたい支給日を選択すると、メニューで選択した画面に遷移します。 
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1) 給与基本情報 

まずは該当社員を「検索」ボタンより選択のうえ、入力画面に表示します。 

① 前回処理結果データです。 ※基本前月の給与処理結果が表示されます。 

② 今月処理対象入力エリアです。前月より変更がある場合は修正してください。 

③ 入力が完了したら「更新」ボタンを押下してください。 

 

＜主な入力項目＞ 

・ 月日給区分 

給与の支払形態について、該当するコードを登録します。 

人事情報として管理、もしくは計算上判断基準として利用できます。 

・ 雇用形態 

社員の雇用契約について、該当するコードを登録します。 

人事情報として管理、もしくは計算上判断基準として利用できます。 

（「税務署提出者リスト」「法定調書合計票（転記用）」の「役員」の判断に使用） 

・ 税表区分 （新規登録時、入力必須項目） 

所得税の計算方法について、該当するコードを登録します。   

① 前月処理結果 ② 今月入力エリア 

 

③ 
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・ 税率指定 

税表や課税対象額の金額に関係なく、一律課税を行う場合に使用します。 

・ 寡婦・寡夫/ 勤労学生 

社員本人が寡婦もしくは寡夫に該当する場合、登録してください。 

・ 市区町村（徴収）  

地方税を納付する市区町村の市区町村コードを登録します。 

地方税納付データを作成する場合は必須入力項目となります。 

・ 市区町村（現在） 

現在、住民票に記載している住所の市区町村コードを登録します。 

年末調整処理時に「給与支払報告書」の出力順、「給与支払報告書（総括表）」の

人数集計の判断条件として使用しますので、住民票を異動した場合は必ず当項目

の変更を行ってください。 

給与支払報告書データを eLTAX にて各市区町村へ提出する場合、当項目の登録

が必須となります。（非居住者など eLTAX データ提出不要者「999999」を登録） 

       地方税年度更新の処理月に市区町村（現在）から市区町村（徴収）への 

     自動付け替えは行いません。 

・ 健康保険徴収区分 

健康保険の徴収有無および徴収の自動判断を行うかどうかを登録します。 

・ 介護保険徴収区分 

介護保険の徴収有無および徴収の自動判断を行うかどうかを登録します。 

・ 厚生年金徴収区分 

厚生年金徴収の有無、及び年齢による自動徴収を行うかどうかを登録します。 

・ 雇用保険徴収区分 

雇用保険徴収の有無および計算料率を登録します。 

高齢者免除制度の廃止に伴い、「１加入者（一般）【旧：高齢者免除あり】」と「２

加入者（一般）【旧：無条件徴収】」はどちらを選んでも同じになります。 

・ 労災保険徴収区分 

労災保険の適用・非適用を登録します。 

・ 士業区分 

     従業員が給与としての支払を受けている士業者（弁護士・司法書士・税理士な

ど）の場合、「１：対象」を登録してください。「１：対象」の場合は、課税対

象額累計が２５０万超のとき、税務署提出者と判断します。 

・ 所得金額調整控除区分 

     「家族情報」（『人事メニュー』にて家族情報を登録している場合は、「０：自動 

判定」（初期値）を登録してください。 

（他社人事システムで家族情報を管理している場合などに登録が必要） 

※ 登録されているデータを削除したい場合は、各項目の「クリア」にチェックしてください。 

※ 他の入力項目や詳細については『給与計算手引書』をご参照ください。 
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2) 振込口座情報 

給与等の支払について銀行振込を利用される場合に登録してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

振込口座は給与用に３口座、賞与用に３口座、合計６口座まで登録が可能です。 

 

振込口座が１口座のみの場合には、必ず給与口座１に登録してください。 

振込口座の優先順位は、口座３、口座２、口座１の順で希望額を振り分けていきます。 

賞与の振込先情報が給与と同一の場合は賞与口座１の支給区分は「0 未使用」を登録  

してください。（初期値は「0」です） 

賞与処理の際は給与口座１～３の内容が反映されます。 

振込口座が同一でも、希望額が給与と異なる場合は、賞与口座にも登録が必要です。 

 

新規登録時、給与口座１は入力必須項目です。 

振込口座を使用しない場合は、給与口座１の支給区分を「3 全額現金」で登録してください。 

前月処理結果 

今月入力エリア 
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3) 制御情報 

社員の属性等、退職、処理制御に必要な情報を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①退職制御について 

   『人事』メニュー「人事基本情報」の「退職連携開始年月日」、「退職年月日」を入力のうえ、 

   「人事連携」がされている場合に、チェックを付けると使用できます。 
 
・ 退職即支給停止  退職年月日を引き継いだ月より、支給控除を止めることが可能です。 
・ 退職後支給     すでに退職処理を行った社員について、支給控除が可能です。 
・ 退職源泉再出力  退職源泉を再出力することが可能です。 
 

②固定クリアについて 

この欄をチェックするとお客様が登録した固定画面の金額（項目番号：001～150）、および
業務共通画面の健保月額、厚年月額、住民税（初月）、住民税（例月）（項目番号：501～
504）の今回支給欄に「０」を設定します。（給与処理時のみチェックできます。） 

当欄をチェックする前に登録した金額も０円に書き換えられますのでご注意ください。 

また、『人事管理』⇒『届出管理』の住民税管理を利用している場合、人事連携の都度、 
住民税管理の金額が連携されます。住民税管理の金額も変更してください。 
 
＜参考＞PROSRV on Cloud操作講習会資料 1-3 

 3.3.2.3.住民税の徴収を止める場合  

① 

② 
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【退職登録例１】  ３月末日退職。 

                ３月給与が最後の支払いと３月給与処理時に分かっているケース。 

退職登録をする月    ・・・   ３月給与 （最後の給与支給月）  

登録すべき項目     ・・・   「退職年月日」（実際の退職日） 

                     「退職連携開始年月日」 （退職処理をする３月給与へ連携） 

 『人事管理』⇒『人事』「人事基本情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 『給与計算』⇒『給与』「支給日登録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『給与計算』⇒『給与』「制御情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ ４月以降の給与が自動的にストップします。 

１～３月までの 

累計で作成 

退職源泉 給与明細 

２０１８年３月 

2018/02 

2018/03 2018/03/20

2018/02/20
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【退職登録例２】 ３月末日退職。 

               ４月に残業代のみ支払うケース（基礎額は前月とする）。 

退職登録をする月    ・・・   ４月給与 （最後の給与支給月）  

登録すべき項目     ・・・   「退職年月日」（実際の退職日） 

                     「退職連携開始年月日」 （退職処理をする４月給与へ連携） 

                     「固定クリア」にチェック（固定金額が０円となる） 

 『人事管理』⇒『人事』「人事基本情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 『給与計算』⇒『給与』「支給日登録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『給与計算』⇒『給与』「制御情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 5月以降の給与が自動的にストップします。 

2018/03 

2018/04 2018/04/20

2018/03/20

退職源泉 給与明細 

２０１８年４月 １～４月までの 

累計で作成 
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【退職登録例 3】 ３月末日退職。 

           ３月給与時で退職登録が間に合わず、4月給与時退職登録をする場合。 

退職登録をする月    ・・・   ４月給与 （最後の給与支給月の翌月）  

登録すべき項目     ・・・   「退職年月日」（実際の退職日） 

                     「退職連携開始年月日」 （退職処理をする４月給与へ連携） 

                     「退職即支給停止」にチェック（４月給与は支給なし） 

『人事管理』⇒『人事』「人事基本情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 『給与計算』⇒『給与』「支給日登録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『給与計算』⇒『給与』「制御情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 4月以降の給与が自動的にストップします。 

2018/03 

2018/04 2018/04/20

2018/03/20

退職源泉 １～３月までの 

累計で作成 



 

18 

 

 

【復職登録例】 過去の退職者を同じ社員番号で復職させる。 

登録をする月       ・・・   復職月  

登録すべき項目     ・・・   「退職年月日」、「退職連携開始年月日」 をブランク（削除）  

                       「退職後支給」にチェック 

 『人事管理』⇒『人事』「人事基本情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 退職履歴は残りませんので、必要があれば「備考」などに入力してください。 

 

  『給与計算』⇒『給与』「支給日登録」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『給与計算』⇒『給与』「制御情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 復職月以降は、他の在職の社員と同様の扱いになり、給与明細書も作成されます。 

給与明細 

２０１８年 6 月 
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4) フリーコード情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この画面の各項目はお客様が独自にご利用いただける項目です。 

上記項目については計算上判断基準とすることも可能です。 

登録されているデータを削除したい場合は、各項目の「クリア」にチェックしてください。 
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5) 年末調整情報 

年末調整を行うために必要な情報を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 災害者  →該当の場合、登録します。源泉徴収票の「災害者」欄に反映します。 

・ 外国人  →該当の場合、登録します。源泉徴収票の「外国人」欄に反映します。 

・ 年調区分  →年末調整対象者の指示を行う区分です。 

入力値は当月のみ有効で、次月に継続されません。 

→年の途中で年末調整を行う社員は「2 年調指示」を登録してください。 

・ 死亡年月日 →死亡退職の場合登録し、源泉徴収票の「死亡退職」欄に反映します。 

・ 普通徴収希望 →普通徴収を希望する場合登録し、給与支払報告書の摘要欄に 

「普通徴収希望」と理由が表示されます。 

・ 摘要欄１、摘要欄２→ 

退職時、年末調整時の源泉徴収票における摘要欄に表示する内容(前職情報等)を

登録します。全角文字で１行あたり３５文字まで登録可能です。 

     上段には、『人事』メニューより引き継いだ内容が表示され、源泉徴収票に印字

されます。訂正が必要であれば、下段に入力してください。 

下段の内容を優先し、源泉徴収票に印字します。下段への入力値は当月のみ有

効で、次月には継続されません。 

※ 登録されているデータを削除したい場合は、各項目の「クリア」にチェックしてください。 

※ 非年調者は、登録があっても印字できません。（印字するように変更も可能〔有償〕） 
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6) 発令優先情報 

発令に関する情報を登録します。発令情報画面で登録した発令情報より、給与計算上優先さ

せる発令内容がある場合登録します。なお本画面で登録した発令内容は、該当支給日の処

理のみに有効です。『人事』メニューの発令内容を管理している場合、翌月以降の処理ではそ

ちらが給与計算に使用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 登録されているデータを削除したい場合は、各項目の「クリア」にチェックしてください。 

※ 役職コードについて 

役職名称を登録すると、年末調整時に出力される源泉徴収票の役職欄に、登録した役職名

称が表示されます。 
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7) コメント情報 

社員毎の明細コメント欄に表示するコメントを登録します。 

１行あたり全角３９文字入力が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 明細書表示コメントについて 

コメントは以下の順で表示されます。 

    優先順位 

1. プログラムで設定したコメント 

2. 個人毎の入力画面で登録したコメント 

3. 一律コメント情報画面で登録した全社員共通コメント 

上記３種類の優先順位の高い順から１８行目まで表示されます。 

      プログラムで設定したコメントの有無に関わらず、入力は 1行目から行ってください。 

      間にブランク行があった場合でも、詰めて表示されます。 
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4.2.2. 個人別入力・金額 

個人別入力・金額を入力します。 

個人別入力・金額エリアのリンクを押下すると、個人別入力・属性と同様に支給日選択画面に

遷移します。 

※「個人別入力・金額」内にある入力項目は、外部取込にてデータ入力が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「固定金額」「変動金額」「勤怠」を画面からデータ登録する場合は、事前に「入力画面設計」 

（次頁参照）をする必要があります。 

 

 

 

  

2)～5) 

1) 
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1) 入力画面設計 

固定金額・変動金額・勤怠データを入力する画面に表示する項目を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「入力画面設計一覧」画面を開き、設定を新たに追加する場合は、画面左下の「追加」ボ

タンを押下し、変更する場合は「編集」ボタンを押下してください。 

 

※ 「固定金額」「変動金額」「勤怠」、それぞれ入力画面設計が必要です。 

  

 

① 

① 
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② 「入力画面設計登録」画面が表示されたら、「種別」を選択してください。固定金額、変動

金額、勤怠の内、どの入力画面の設計をするかの選択になります。 

③ 定義 ID(001～999)、定義名を入力してください。 

また、カテゴリを設定することで、入力画面の入力欄をカテゴリ別に表示することが可能で

す。 

※カテゴリは「名称マスタ」画面にて、マスタデータを登録した場合、選択可能となります。 

④ 項目一覧には、②で選択した種別に属する項目が表示されます。その中から必要となる

項目を選択し、 を押下してください。選択した項目が画面設計項目欄に表示されます。

画面設計項目欄から削除したい場合は、画面設計項目内の項目を選択し、 を押下し

てください。また、 、 、 、 を押下することで、選択した項目の表示順を上下に

移動させることが可能です。 

⑤ 必要な項目の入力が完了したら、「更新」ボタンを押下してください。更新が完了したら、

「入力画面設計一覧」画面が表示されますので、一覧に登録内容が反映されていることを

確認してください。 

 

  

② 
③ 

④ 

⑤ 
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2) 固定金額 

固定金額とは、毎月一定の金額を支給もしくは控除する項目の登録欄です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 個人別入力・属性と同様に、まず社員検索を行い、対象者を選択します。 

② 入力画面設計で作成した定義 IDを選択します。選択すると「カテゴリ名」の 

エリアに定義 IDに登録された金額項目が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定義 IDプルダウンにて定義 IDを選択すると、上部の画面に変わります。 

前月支給から変更する場合のみ今回支給欄に金額値を入力してください。 

入力が完了したら、画面下部の「更新」ボタンを押下してください。 

 

※ 金額値を削除する（支給、控除を止めたい）場合は、値を「0」にして更新してください。 

ブランクで更新すると、前月支給と変更なしとみなされてしまうので注意してください。 

① 

② 
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3) 変動金額、勤怠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変動項目とは、毎月支給額もしくは控除額が変動する項目の登録欄です。 

登録した支給日のみ支給、控除されます。 

 

勤怠項目とは、勤怠に関する項目の入力欄です。弊社との取り決めにより小数の登録が可能

です。 

 

固定金額と同様に社員検索にて、社員を選択し、定義 ID プルダウンより定義 ID を選択すると

上記の画面になります。 
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4) 変動指定 

あらかじめ弊社で使用方法や計算方法などを設定してある変動金額項目の登録画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

・累計額調整欄 

「（521）総支給額累計・調整 （522）課税対象額累計・調整 （523）社会保険累計調整 

 （524）所得税累計・調整」 

加減算で調整したい金額を登録してください。 

「（521）総支給額累計・調整」は、年末調整時の課税対象額には加算されません。 

「(522)課税対象額累計・調整」は、総支給額より非課税額を差し引いた社会保険控除前の

金額です。新規で PROSRV をご導入いただくお客様は、１月から本番移行前までの累計金

額を登録していただく必要があります。 

・金額調整欄 

「（531）健康保険・調整 ～ （544）労災保険・調整」  

保険料等の調整をする場合に、加減算方式で調整したい金額を登録してください。 

こちらに登録した金額を再度「（523）社会保険累計調整」に登録する必要はありません。 

・標準賞与額の累計調整 

「（545）標準賞与計健保・調整 （546）標準賞与計厚年・調整」 

DCSの給与計算処理以外で支給した賞与がある場合の標準賞与額調整欄です。 

新規で PROSRVをご導入いただくお客様は、４月以降～PROSRV移行までに支払った賞与

の標準賞与額を「（545）標準賞与計健保・調整」に登録してください。 
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5) 業務共通 

  あらかじめ弊社で使用方法や計算方法などを設定してある固定金額項目の登録画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・月額欄 

「(501) 健保月額 (502) 厚年月額」（千円単位） 

     各社員の標準報酬月額をご入力ください。入力された月額より、各保険料が算出されます。 

・住民税欄 

   「(503) 住民税・初月 (504) 住民税・例月」 

     ６月の給与データ入力時に、ともに入力が可能です。初月(503)は６月給与、例月(504)は７

月以降の給与で控除します。なお、初月(503)は６月給与時のみ入力が可能です。 

    （ご契約によっては、6月/7月⇒7月/8月となります。） 

   ※『人事管理』⇒『届出管理』「住民税管理」をご利用の場合は、人事連携にて該当月の 

税額が連携されるため、業務共通からの入力は不要です。 

     →詳細は『住民税管理機能手引書』、『PROSRV on Cloud 操作講習会資料 1-3』を参照 

・中途入社各累計欄 

「（508）中途入社課税累計 （509）中途入社社保累計 （510）中途入社税金累計」 

  中途入社した社員の、前職の退職源泉に記載されている各金額をご入力ください。 

年調時に、源泉徴収票の摘要欄に「支払ＸＸＸＸＸＸＸＸ社保ＸＸＸＸＸＸ源泉ＸＸＸＸＸＸを

含む」と表示されます。 

年末調整時に DCSにて処理した課税対象額等と合算され、源泉所得税の算出を行います。

「変動指定」画面の各累計項目「（521）～（524）」に、重ねて入力を行う必要はありません。 

※ 年調処理時に入力値を参照するため、中途入社した社員が年の途中で退職する場合、こ

の欄に入力があってもＤＣＳで累積された課税対象額等と合算されません。   


